
新

旧

対

照

条

文

◎
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
入
院
患
者
数
の
基
準
及
び
医
師
等
の
員
数
の
基
準
並
び
に
入
院
基
本
料
の
算
定
方
法
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一

別
表
第
一

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
入
院
患
者

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
入
院
基
本

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
入
院
患
者

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
入
院
基
本

数
の
基
準

料
の
基
準

数
の
基
準

料
の
基
準

一

保
険
医
療
機
関
の
月
平
均
の
入

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
以
下
「

一

保
険
医
療
機
関
の
月
平
均
の
入

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
以
下
「

院
患
者
数
が
、
医
療
法
（
昭
和
二

算
定
告
示
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一

院
患
者
数
が
、
医
療
法
（
昭
和
二

算
定
告
示
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一

十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一

（
以
下
「
医
科
点
数
表
」
と
い
う
。

十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一

（
以
下
「
医
科
点
数
表
」
と
い
う
。

条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院

）
又
は
別
表
第
二
（
以
下
「
歯
科
点

条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院

）
又
は
別
表
第
二
（
以
下
「
歯
科
点

（
以
下
「
病
院
」
と
い
う
。
）
に

数
表
」
と
い
う
。
）
の
所
定
点
数
に

（
以
下
「
病
院
」
と
い
う
。
）
に

数
表
」
と
い
う
。
）
の
所
定
点
数
に

あ
っ
て
は
、
同
法
の
規
定
に
基
づ

百
分
の
八
十
（
療
養
病
棟
入
院
基
本

あ
っ
て
は
、
同
法
の
規
定
に
基
づ

百
分
の
八
十
（
療
養
病
棟
入
院
基
本

き
許
可
を
受
け
、
若
し
く
は
届
出

料
、
有
床
診
療
所
療
養
病
床
入
院
基

き
許
可
を
受
け
、
若
し
く
は
届
出

料
、
有
床
診
療
所
療
養
病
床
入
院
基

を
し
、
又
は
承
認
を
受
け
た
病
床

本
料
及
び
特
定
入
院
基
本
料
に
つ
い

を
し
、
又
は
承
認
を
受
け
た
病
床

本
料
及
び
後
期
高
齢
者
特
定
入
院
基

数
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た

て
は
、
百
分
の
九
十
）
を
乗
じ
て
得

数
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た

本
料
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
九
十
）

数
以
上

た
点
数
を
用
い
て
、
算
定
告
示
の
算

数
以
上

を
乗
じ
て
得
た
点
数
を
用
い
て
、
算

二

保
険
医
療
機
関
の
月
平
均
の
入

定
方
法
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額

二

保
険
医
療
機
関
の
月
平
均
の
入

定
告
示
の
算
定
方
法
の
例
に
よ
り
算

院
患
者
数
が
、
医
療
法
第
一
条
の

院
患
者
数
が
、
医
療
法
第
一
条
の

定
し
た
額

五
第
二
項
に
規
定
す
る
患
者
を
入

五
第
二
項
に
規
定
す
る
患
者
を
入

院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
す
る

院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
す
る

診
療
所
に
あ
っ
て
は
、
同
法
の
規

診
療
所
に
あ
っ
て
は
、
同
法
の
規



定
に
基
づ
き
許
可
を
受
け
、
若
し

定
に
基
づ
き
許
可
を
受
け
、
若
し

く
は
届
出
を
し
、
又
は
通
知
を
し

く
は
届
出
を
し
、
又
は
通
知
を
し

た
病
床
数
に
三
を
加
え
て
得
た
数

た
病
床
数
に
三
を
加
え
て
得
た
数

以
上

以
上

別
表
第
二

別
表
第
二

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
医
師
又
は

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
入
院
基
本

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
医
師
又
は

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
入
院
基
本

歯
科
医
師
の
員
数
の
基
準

料
の
基
準

歯
科
医
師
の
員
数
の
基
準

料
の
基
準

病
院
で
あ
る
保
険
医
療
機
関
の
医

医
科
点
数
表
又
は
歯
科
点
数
表
の

病
院
で
あ
る
保
険
医
療
機
関
の
医

医
科
点
数
表
又
は
歯
科
点
数
表
の

師
又
は
歯
科
医
師
の
員
数
が
医
療
法

所
定
点
数
に
百
分
の
九
十
（
別
表
第

師
又
は
歯
科
医
師
の
員
数
が
医
療
法

所
定
点
数
に
百
分
の
九
十
（
別
表
第

第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第

三
に
定
め
る
地
域
に
所
在
す
る
保
険

第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第

三
に
定
め
る
地
域
に
所
在
す
る
保
険

二
十
二
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ

医
療
機
関
（
医
師
又
は
歯
科
医
師
の

二
十
二
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ

医
療
機
関
（
医
師
又
は
歯
科
医
師
の

り
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
厚
生
労

確
保
に
関
す
る
計
画
を
都
道
府
県
知

り
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
厚
生
労

確
保
に
関
す
る
計
画
を
都
道
府
県
知

働
省
令
に
定
め
る
医
師
又
は
歯
科
医

事
に
届
け
出
た
も
の
に
限
る
。
）
に

働
省
令
に
定
め
る
医
師
又
は
歯
科
医

事
に
届
け
出
た
も
の
に
限
る
。
）
に

師
の
員
数
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て

つ
い
て
は
、
百
分
の
九
十
八
）
を
乗

師
の
員
数
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て

つ
い
て
は
、
百
分
の
九
十
八
）
を
乗

得
た
数
を
超
え
百
分
の
七
十
を
乗
じ

じ
て
得
た
点
数
を
用
い
て
、
算
定
告

得
た
数
を
超
え
百
分
の
七
十
を
乗
じ

じ
て
得
た
点
数
を
用
い
て
、
算
定
告

て
得
た
数
以
下

示
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額

て
得
た
数
以
下

示
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額

病
院
で
あ
る
保
険
医
療
機
関
の
医

医
科
点
数
表
又
は
歯
科
点
数
表
の

病
院
で
あ
る
保
険
医
療
機
関
の
医

医
科
点
数
表
又
は
歯
科
点
数
表
の

師
又
は
歯
科
医
師
の
員
数
が
医
療
法

所
定
点
数
に
百
分
の
八
十
五
（
別
表

師
又
は
歯
科
医
師
の
員
数
が
医
療
法

所
定
点
数
に
百
分
の
八
十
五
（
別
表

第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第

第
三
に
定
め
る
地
域
に
所
在
す
る
保

第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第

第
三
に
定
め
る
地
域
に
所
在
す
る
保

二
十
二
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ

険
医
療
機
関
（
医
師
又
は
歯
科
医
師

二
十
二
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ

険
医
療
機
関
（
医
師
又
は
歯
科
医
師

り
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
厚
生
労

の
確
保
に
関
す
る
計
画
を
都
道
府
県

り
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
厚
生
労

の
確
保
に
関
す
る
計
画
を
都
道
府
県

働
省
令
に
定
め
る
医
師
又
は
歯
科
医

知
事
に
届
け
出
た
も
の
に
限
る
。
）

働
省
令
に
定
め
る
医
師
又
は
歯
科
医

知
事
に
届
け
出
た
も
の
に
限
る
。
）

師
の
員
数
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て

に
つ
い
て
は
、
百
分
の
九
十
七
）
を

師
の
員
数
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て

に
つ
い
て
は
、
百
分
の
九
十
七
）
を

得
た
数
以
下

乗
じ
て
得
た
点
数
を
用
い
て
、
算
定

得
た
数
以
下

乗
じ
て
得
た
点
数
を
用
い
て
、
算
定

告
示
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額

告
示
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額



別
表
第
三

別
表
第
三

別
表
第
二
に
規
定
す
る
地
域
は
、
人
口
五
万
人
未
満
の
市
町
村
で
あ
っ
て
次
に
掲

別
表
第
二
に
規
定
す
る
地
域
は
、
人
口
五
万
人
未
満
の
市
町
村
で
あ
っ
て
次
に
掲

げ
る
地
域
を
そ
の
区
域
内
に
有
す
る
市
町
村
の
区
域
と
す
る
。

げ
る
地
域
を
そ
の
区
域
内
に
有
す
る
市
町
村
の
区
域
と
す
る
。

一

離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定

一

離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
離
島
の
地
域

に
よ
り
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
離
島
の
地
域

二

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）

第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
の
地
域

三

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
例
措
置
等
に

二

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
例
措
置
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
辺
地

る
辺
地

四

山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

三

山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
振
興
山
村
と
し
て
指
定
さ
れ
た
山
村

よ
り
振
興
山
村
と
し
て
指
定
さ
れ
た
山
村

五

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
笠
原
諸
島
の
地
域

六

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条

四

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域

第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域

七

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
条
第
三
号
に

規
定
す
る
離
島


